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１．不正行為等の防止と対応の枠組み

3



不正行為等の定義

不正行為

不正受給

不正使用

不

正

行

為

等

盗用

改ざん

捏造

その他（好ましくない研究行為）

研究活動において行われた、
故意又は研究者としてわき
まえるべき基本的な注意義
務を著しく怠ったことによ
る、投稿論文など発表され
た研究成果の中に示された
データや調査結果等の捏造、
改ざん及び盗用

偽りその他不正の手段によ
り競争的研究費等を受給す
ること

故意又は重大な過失による、
競争的研究費等の他の用途
への使用又は競争的研究費
等の交付の決定の内容やこ
れに付した条件に違反した
使用

存在しないデータ、研究結果等を
作成すること

研究資料・機器・過程を変更する
操作を行い、データ又は研究活動
によって得られた結果等を真正で
ないものに加工すること

他の研究者等のアイディア、分
析・解析方法、データ、研究結果、
論文又は用語を、当該研究者の了
解又は適切な表示なく流用するこ
と

※ＡＭＥＤ規則では不正行為に定義していないが、
研究機関においては、以下のような行為を不正
行為として位置付けている場合がある。
・不適切なオーサーシップ
・多重投稿、分割投稿
・自己盗用 等
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不正行為等の防止と対応の枠組

不正行為等の防止

・研究機関の規程・体制の整備

・研究倫理教育

・利益相反管理

不正行為等への対応

・不正行為等に対する表明保証 

・告発・相談への対応

・調査と報告

不正行為等に対する措置

・研究者への措置（AMED、研究

機関）

・研究機関への措置（AMED）

「研究活動における不正行為等への対応に関する規則」 

「研究活動における利益相反の管理に関する規則」 ※規則はこちら
AMED

（例）文部科学省 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」
国

◼ 研究機関は、国が定める指針や、AMEDが定める規則、さらには、委託研究開発契約書、補助金取扱要領、事
務処理説明書などを踏まえ、「不正行為等への対応に関する規程」や「利益相反の管理に関する規則」など
を策定するとともに、研究倫理教育責任者やコンプライアンス推進責任者の配置、利益相反委員会の設置な
ど、必要な体制を整備を行い、不正行為等の防止・対応を適切に行ってください。
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委託研究開発契約書、補助金取扱要領、事務処理説明書

「不正行為等への対応に関する規程」「利益相反の管理に関する規則」など、必要な規程の整備

「研究倫理教育責任者」「コンプライアンス推進責任者」の配置など、必要な体制の整備
研究機関

※ 事業実施にあたり、適用される法令や倫理指針等を踏まえた規程・体制の整備等についても、適切に対応してください。

https://www.amed.go.jp/kenkyu_kousei/efforts.html


研究公正に関する各府省のガイドライン・指針

◼ 各事業の財源に応じて、国（府省）のガイドライン・指針が適用されます。
（基本的な内容は同じです。）

文部科学省
■ 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン
■ 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)

厚生労働省
■ 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン
■ 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)

経済産業省
■ 研究活動の不正行為への対応に関する指針
■ 公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針

総 務 省
■ 情報通信分野における研究上の不正行為への対応指針
■ 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)

内 閣 府

■ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構における内閣府予算に基づく事業に関する
研究活動の不正行為への対応に関する指針

■ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構における内閣府予算に基づく事業に関する
研究費の不正な使用等の対応に関する指針

こども家庭庁
■ こども家庭分野の研究活動における不正行為への対応に関するガイドライン
■ 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）
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ガイドライン・指針はこちら
上記サイトの「別添１ 公的研究費の管理・監査のガイドライン」、「別添４ 研究活動の不正行為への対応のガイドライン」をご確認ください。

https://www.amed.go.jp/keiri/youshiki_itaku.html


２．研究倫理教育プログラムの履修管理及び報告
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研究倫理教育プログラムの履修管理及び報告
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◼ ＡＭＥＤは、公正な研究活動を推進するとともに不正行為等を防止するため、研究機関に対して
 ＡＭＥＤ事業に参加する研究者等への研究倫理教育の実施及びその履修管理を義務付けています。

１．履修対象者：AMED事業に参加する研究者等（研究開発代表者、研究開発分担者、研究参加者）

２．履修時期：初年度の契約締結又は交付決定の前まで

３．報告書提出期限：初年度の契約締結日又は補助金交付決定日から61日以内

４．履修内容

【対象者1（対象者2を除く。）】
① 事例から学ぶ公正な研究活動―気づき、学びのためのケースブック―（AMED）
② 研究公正に関するヒヤリ・ハット集（AMED）
③ APRIN eラーニングプログラム（APRIN） 
④ 科学の健全な発展のために―誠実な科学者の心得―（JSPS）
⑤ 研究機関等が、上記と内容的に同等と判断したプログラム

【対象者2（臨床研究法の適用を受ける研究責任医師及び分担研究医師等）】
① 臨床研究に従事する者を対象とした臨床研究中核病院が実施する研修
② 上記に準ずるものとして研究機関が認めるもの

５．報告様式・手続き等の詳細は、AMEDのウェブサイトを参照ください。

https://www.amed.go.jp/kenkyu_kousei/kiyouzai_houkoku.html
https://www.amed.go.jp/kenkyu_kousei/kiyouzai_hiyarihatto.html
https://edu.aprin.or.jp/
https://www.jsps.go.jp/file/storage/general/j-kousei/data/rinri.pdf
https://www.amed.go.jp/kenkyu_kousei/kyoiku_program.html


・
・
・

・
・
・

・
・
・「研究公正」

をクリック

「研究倫理教育の履
修と報告」をクリック

① AMEDウェブサイト トップページ

② 研究公正

③ 研究倫理教育の履修と報告（AMED採択課題向け）

（参考）ＡＭＥＤホームページ（研究倫理教育の履修管理及び報告）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

Q&A

問い合わせ先、AMEDへ
の報告様式の提出先

管理様式（例）

※各研究機関等に同等
の様式がある場合は、当
該様式により管理いただ
いて差し支えありません。

AMEDへの報告様式
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研究倫理教育教材（指定教材）

◼ ＡＭＥＤ資金を受けて研究活動に参画する研究者は、初年度の契約締結前までに、以下のいずれかの
研究倫理教育プログラムを履修してください。

①ケースブック
（ＡＭＥＤ)

②ヒヤリ・ハット集
（ＡＭＥＤ)

③ｅＡＰＲＩＮ
（公正研究推進協会）

④ｸﾞﾘｰﾝﾌﾞｯｸ/el-core
（ＪＳＰＳ）

⑤独自教材
（研究機関）

医療分野の「研究不正と認定
された事例」「好ましくない
研究事例」を提供

1.研究不正と認定された事例
1)研究不正行為
2)データの収集・処理・管理
3)オーサーシップ
4)研究室の運営
5)研究不正の防止と告発

2.好ましくない研究事例
1)利益相反
2)被験者保護、IC等
3)データの信頼性・再現性等

3.不正防止対策の事例
4.画像改ざんに関する問題※

※「適正な画像処理方法」をご覧く
ださい。

不適切な行為を未然に防ぐこ
とができたヒヤリ・ハットな
事例を提供

1.捏造・改ざん・盗用
2.データの収集・管理・処理
3.個人情報の保護・管理
4.オーサーシップ
5.研究室の運営、研究指導等
6.利益相反
7.指針等違反
8.研究データの信頼性・再現

性等
9.海外との共同研究等
10.安全保障輸出管理
11.研究費の不正使用
12.その他

国際的にも通用する研究倫理
教育eラーニング教材として作
成。随時内容を更新

・責任ある研究行為
・人を対象とした研究
・研究の安全性
・動物実験の取扱
・治験
・安全保障貿易管理
・データの再現性
等の領域がある。
120以上の教材を提供。

■テキスト教材
科学の健全な発展のためにー
誠実な科学者の心得－（丸善
出版株式会社、2015年3月）

■eラーニング教材：eL-CoRE
誰もが陥りやすい事例、
「やってはならないこと」と
「より好ましいこと」をわか
りやすく理解できるアニメー
ションをメインとした、事例
で学び、考える教材。

研究機関が、①
～④と内容的に
同等と判断した
プログラム

臨床研究法に基づく研究を実施する場合
○臨床研究に従事する者を対象とした臨床研究中核病院が実施する研修
○上記に準ずるものとして研究機関が認めるもの（臨床研究中核病院以外の機関で実施されるものを含む。）
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研究倫理教育教材（任意教材）

◼ＡＭＥＤ資金を受けて研究活動に参画する研究者は、必要に応じ、以下の研究倫理教育教材もご活用
ください。

利益相反管理に関する教材

掲載先：
「利益相反（COI）：e-learning」
（東京医科歯科大学ウェブサイト内）

対象者：公的研究費を用いる医学系研
究者、臨床研究を行う医学系研究者、
COI委員会委員・事務局、研究代表者

内容：各対象者に応じた利益相反管理
についての正しい知識、理解を得るた
めのe-ラーニング教材

作成者：AMED研究公正高度化モデル開
発支援事業（第１期）研究班（代表：
東京医科歯科大学 飯田 香緒里 教授）

医系国際誌が規範とする研究の信
頼性にかかる倫理教育プログラム

掲載先：
「医系国際誌が規範とする研究の信頼
性にかかる倫理教育プログラム」
（AMEDウェブサイト内）

対象者：研究者

内容：国際誌が近年強く求めている再
現性・客観性・信頼性確保の手段を概
説

作成者：AMED研究公正高度化モデル開
発支援事業（第１期）研究班（代表：
信州大学 市川 家國 特任教授）

倫理審査委員会の
法律家委員対象の研修教材

掲載先：
「倫理審査委員会の法律家委員対象の
研修教材」（AMEDウェブサイト内）

対象者：研究倫理審査委員会の委員
（研究者にも参考となる内容です）

内容：研究倫理の基礎、指針、法令等
について、法律学の専門家及びその候
補者を主な対象としたwebでの自習に適
した教材

作成者：AMED研究公正高度化モデル開
発支援事業（第1期）研究班（代表：慶
應義塾大学 前田 正一 教授）

映像教材（JST提供）
「倫理の空白」理工学研究室編
「倫理の空白Ⅱ」盗用編
「倫理の空白Ⅲ」研究活動のグレーゾーン
「THE LAB」
※「THE LAB」は、米国の研究公正局(ORI) が

研究倫理教育のために製作した教材です。
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https://coi.tmdu-oi.jp/coi_5
https://www.amed.go.jp/page_000001_00542.html
https://www.amed.go.jp/page_000001_00542.html
https://www.amed.go.jp/kenkyu_kousei/kyouiku_kenshu_kyouzai_rinri.html
https://www.amed.go.jp/kenkyu_kousei/kyouiku_kenshu_kyouzai_rinri.html
https://www.jst.go.jp/kousei_p/measuretutorial/mt_movie_gapinethics.html
https://www.jst.go.jp/kousei_p/measuretutorial/mt_movie_gapinethics2.html
https://www.jst.go.jp/kousei_p/measuretutorial/mt_movie_gapinethics3.html
https://www.jst.go.jp/kousei_p/measuretutorial/mt_lab.html


３．ＡＭＥＤ事業における利益相反管理及び報告
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研究機関に求める利益相反管理

「利益相反に係る懸念」とは、例えば、
○ 研究テーマが企業利益のために設定されるなど学術研究の優位性

の懸念
○ 企業に有利なデータが収集されるなど研究の客観性の懸念
○ 研究成果が社会に公表されないなど学術研究の進展に関する懸念

研究機関

①規定の整備
②体制の整備

ＡＭＥＤ

AMED研究費

利益相反委員会

研究チーム

研究成果
不公正な
影響の排除

企業等
外国企業等

経済的利益
• 兼業先での給与
• サービス対価（コンサルタント料、謝金等）
• 産学連携活動に係る受入れ（受託研究、技術
研修、客員研究員・ポスドクの受入れ、助成
金受入れ、依頼試験・分析・機器の提供等）

• 株式等（株式、ストックオプション等）
• 知的所有権（特許、著作権及び当該権利から
のロイヤリティ等） など

④利益相反状態を審査

⑤利益相反状態に
応じた管理・指導③研究に関係する

経済的利益相反
関係を報告

⑥報告

特に、以下のケースは、利益相反委員会の審
査を踏まえ、適切に管理してください。

○大学側が企業から経済的利益を受けており、当該
企業の社員が、大学の肩書を持ち、研究を実施し
ている場合

○大学教員とベンチャー企業等を兼業しており、大
学から企業に研究費が流れている場合

「利益相反」とは
○ 課題担当研究者が、経済的な利益関係を有することにより、公的

研究である機構事業における研究開発等において必要とされる公
正かつ適正な判断が損なわれる、又は損なわれるのではないかと
第三者から懸念が表明されかねない外観が生じている状態
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ＡＭＥＤ事業における利益相反管理及び報告

◼ AMEDは、研究の公正性、信頼性を確保するため、AMEDの「研究活動における利益相反の管理に関す
る規則」又は臨床研究法施行規則第21条に基づき、研究機関等に対して、研究開発課題に関わる研
究者等の利益相反状態の適切な管理を義務付けています。

１．管理対象：研究開発代表者、研究開発分担者及び研究参加者（※）
※ 研究開発代表者と研究開発分担者は必須です。研究参加者は関係法令（臨床研究法等）・関係指針（人を対象とする生命科学・医

療系研究に関する倫理指針、競争的研究費の適正な執行に関する指針等）を踏まえ、各研究機関で適切に判断してください。

２．報告対象：研究開発代表者、研究開発分担者
３．管理時期：毎年度
４．報告書提出期限：各年度終了後又は委託研究開発課題・補助事業の終了後、61日以内

５．利益相反管理の概要 ・・・(1)(2)は採択後、(3)～(5)は毎年度対応してください。
(1) 利益相反管理規定の制定（利益相反の報告基準等）
(2) 利益相反管理委員会の設置

・基本は、委員会を設置（外部委員を１名以上含む。）
・委員会を設置しない（できない）場合は、他機関に委託、又は、外部委員に相当する能力が

ある者（弁護士、公認会計士、税理士、社外監査役等）に委嘱することにより対応可
(3) 研究者等は、利益相反管理委員会に対して、経済的な利益関係の報告
(4) 利益相反管理委員会等は、経済的な利益関係を審査
(5) 審査を踏まえ、適切な指導・管理措置

６．報告様式・手続き等の詳細は、AMEDのウェブサイトを参照ください。
※ 責務相反については、AMEDへの報告義務はありませんが、研究機関の規程の基づき適切に管

理してください。
※ 利益相反に関する書類は、事業終了後５年間は保存してください。
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・
・
・

・
・
・

・
・
・「研究公正」

をクリック

「利益相反管理と
報告」をクリック

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

AMEDへの報告様式

管理様式（例）

※各研究機関等に同等
の様式がある場合は、当
該様式により管理いただ
いて差し支えありません。

問い合わせ先、AMEDへ
の報告様式の提出先

Q&A

① AMEDウェブサイト トップページ

② 研究公正

③ 利益相反管理と報告（AMED採択課題向け）

（参考）ＡＭＥＤホームページ（利益相反管理と報告）
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４．不正行為等に関する表明保証
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不正行為等に関する表明保証
（委託契約第2条の3、補助金取扱要領第10条）

時期 対 応

契約締結・
交付決定時
（毎年度）

（１）研究機関は、以下について、表明保証する必要があります。
○ 研究者等（研究開発代表者、研究開発分担者、研究参加者）が、競争的研究費等そ

の他国費において、不正行為等に関与し又は責任を負うと認定されていないこと※

（２）不正行為等に係る本調査の対象者となっている場合は、本委託研究開発・補助事業へ
の参加についてＡＭＥＤの了解が必要です。

※ 競争的研究費等への申請・参加制限措置を課された者（競争的研究費等その他国費
による研究開発における不正行為等に関与し又は責任を負うと認定されたことによ
り当該措置が見込まれる者を含み、当該措置の期間が終了した者を除く。）に該当
しないこと。

研究期間中

■研究機関は、上記（１）（２）の表明保証に誤りがあったことが判明した場合、直ちに
ＡＭＥＤに報告してください。

■研究機関は、ＡＭＥＤ事業以外で、以下のいずれかに該当した場合は、直ちにＡＭＥＤに
報告してください。

○ 研究者等が、不正行為等に係る本調査の対象になった場合
○ 研究者等が、不正行為等に関与し又は責任を負うと認定を受けた場合

17
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５．研究倫理教育責任者・コンプライアンス推進責任者
の登録・変更



研究倫理教育責任者・コンプライアンス推進
責任者の登録・変更

(１)研究倫理教育責任者・コンプライアンス推進責任者の「登録」

■ 「経費等内訳・契約項目シート」に記載された者を登録します。

(２)研究倫理教育責任者・コンプライアンス推進責任者の「変更」

■ 年度途中に、変更があった場合は、速やかに「経費等内訳・契約項目

 シート」を修正し、変更手続（メール）をしてください。

連絡先：日本医療研究開発機構 研究公正・業務推進部 研究公正課

e-mail：kenkyuukousei@amed.go.jp

(３)研究倫理教育責任者・コンプライアンス推進責任者等への情報発信

■RIOメルマガの配信（隔週）

ＡＭＥＤ事業に参画する研究機関の「研究倫理教育責任者」

「コンプライアンス推進責任者」等に、研究公正・研究倫理に

関する情報を掲載したメールマガジンを、原則、隔週水曜日に

配信しています（RIOメルマガ）

■ RIOメルマガの購読希望（任意登録）

研究倫理教育責任者、コンプライアンス推進責任者以外の方で、

RIOメルマガの配信を希望される方（研究公正・研究倫理に

関心のある研究者、事務職等）は、以下より登録をお願いします。

RIOメルマガの例

メルマガ購読希望の方

以下より登録願います。
https://krs.bz/amed/m/
subscription 19
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６．不正行為等の告発・調査への対応



不正行為等の告発・調査への対応

◼ ＡＭＥＤ事業に関して不正行為等の告発があった場合、AMED研究公正課に速やかにご相談ください（重要）。
◼ ＡＭＥＤ研究公正課は、告発等への対応（受理・調査等）について留意事項等など必要な助言等を行います。

本調査

不服申立・再調査

研究機関の措置

予備調査
告発者

ＡＭＥＤ

回付

研究機関

予備調査の開始時に
ＡＭＥＤに報告告発等の受理

予備調査結果を
ＡＭＥＤに報告

本調査結果を
ＡＭＥＤに報告

再調査結果（最終報告）
をＡＭＥＤに報告

不正行為等が認定された
場合は、ＡＭＥＤの措置

告発

告発

＜告発等への対応の流れ＞

連絡・相談先：AMED 研究公正課
 TEL：050-5301-0271
 E-MAIL：kouseisoudan@amed.go.jp
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不正行為等が認定された場合の措置

申請・参加制限の対象者 制限期間

不正行為への
関与あり

特に悪質な者 10年

論文等の著者等 7～2年

不正行為への
関与なし

論文等の責任を
負う著者

3～1年

申請・参加制限の対象者 制限期間

不正行為への
関与あり

不正使用
（私的流用あり）

10年

不正使用
（私的流用なし）

5～1年

不正受給 5年

不正行為への
関与なし

善管注意義務違反 2～1年

＜研究費不正（不正使用、不正受給）の場合＞ ＜研究不正（捏造、改ざん、盗用）の場合＞

◼ 不正行為等が認定された場合、以下の措置等を講じます。
➢ 研究者等に対して、競争的研究費等の申請・参加資格制限
➢ 研究機関に対して、競争的研究費等の返還（不正行為等に関係する経費がある場合）

■競争的研究費の申請・参加資格制限期間
（※詳細は「研究活動における不正行為等への対応に関する規則」を参照ください。）

（参考）上記のほか、経済産業省財源の事業で研究費不正が認定された場合は、「経済産業省所管補助金交付等の停止及び
契約に係る指名停止等措置要領」に基づき、指名停止・補助金交付停止措置が講じられます。

22
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研究公正・業務推進部 研究公正課
E-mail kenkyuukousei@amed.go.jp

お問い合わせ先
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